
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
三
号

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
十
六
に
規
定
す
る
総
括
審
議
官
等
の
範
囲
を
定
め
る
省
令

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
第
三
条
の
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
十
三
に
規
定
す
る
運
用
職
員
の
範
囲
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
総
括
審
議
官
）

第
一
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
第
三
条
の
十
六
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
総
括
審
議
官
は
、
厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
第
十
八
条
第
二
項
に
規

定
す
る
総
括
審
議
官
の
う
ち
、
積
立
金
（
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
七
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
積
立
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
用
に
関
す
る
事
務
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る

事
務
を
総
括
整
理
す
る
者
と
す
る
。

（
審
議
官
）

第
二
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
三
条
の
十
六
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
審
議
官
は
、
厚
生
労
働
省
組
織
令
第
十
八
条
第
十
項
に
規
定
す
る
審
議
官
の
う
ち
、
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
事
務
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画

し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
者
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
二
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
厚
生
労
働
省
組
織
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
七
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
八
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
三
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
〇
七
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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